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新潟市の政府調達の問題点とその解決の方向性 

――市民の共生と「社会的共通資本」の質を確保するために―― 

佐野 誠

1 

 

はじめに 

 経済の自由化や規制緩和，そして「小さな政府」が推進されるようになって久しい。1980

年代以来のその結果は，過度の競争によるマクロ経済の不安定化と「格差社会」の形成で

あり，それらは互いに増幅し合いながら問題を累積的に悪化させてきた。これを補整する

政策もとられたが

2
，それは根本原因に手を触れない表面的なものが多く，また利害関係に

制約された偏りを持ち，十分な効果をあげられなかった。こうして自由化とそれに伴う危

機の限定的な補整という政治経済循環が繰り返される中，貧困率や自殺率の高止まりに端

的に象徴されるような，人々の共生を破壊する構造が定着してきた（佐野 2013：第 1 章）。

この過程ではまた，各種の「社会的共通資本」（宇沢 2000）も劣化する傾向にあった。 

こうしたマクロのうねりは地域社会をも当然巻き込んでおり，そのミクロの断面はこの

新潟市においても観察される。本稿はこの点を市の政府調達にかかわる問題群にそくして

具体的に考察し，さしあたり自治体の裁量の範囲内で状況を改善するための方策について，

その基本的な方向性を示すことを課題とする。なお，先に触れたマクロの政治経済循環の

場合もそうなのだが，後述するように新潟市の政府調達をめぐる問題状況の一端にも，実

は東日本大震災に伴う東京電力福島第一原発の事故が外生的ショックとなって影響を与え，

負の複合現象が起きている，と推察される。このこと自体はここでの中心的な論点ではな

いが，本稿を準備する過程で得られたひとつの事実発見であろうと思われ，留意していた

だければ幸いである。 

本稿の構成は次の通りである。まず第 1 節では問題の広範な背景を確認するため，政府

調達をめぐる全国的な競争の激化，その弊害，そして従来の補整的な対応策について簡単

に概説する。次に第 2 節では新潟市の政府調達に目を転じ，競争重視の制度改革が（従来

からの構造的問題と重なり合って）誘発しているとみられる諸問題やその補整の取り組み

を論じる。ここでは，市民の共生および「社会的共通資本」の維持という観点からみたと

                                                        
1 新潟大学大学院現代社会文化研究科，経済学部，共生経済学研究センター 
2 その最新版にあたるのが，いわゆる「アベノミクス」である。 
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き特に問題が多い，業務委託（とりわけ清掃業務）を中心に検討する。競争の激化がもた

らした問題については過去の経緯にまで十分遡って実態を明らかにできたとは言えないが，

他方で先に指摘したような事実発見があった。その点では一般の関心を惹く面があるので

はないかと思われる。 

以上をうけて第 3 節では，新潟市の政府調達になお残る課題とその解決の方向性につい

て考察する。具体的には次のような提言を行う。①とりわけ業務委託において総合評価方

式や企画競争の範囲を広げ，賃金引上げ行政指導を積極化すること。②その際には建設工

事の総合評価方式や一部の業務委託の企画競争方式における従来の成果を踏まえつつ，評

価方法（提案方法）に一層の改善を加えること。さらに可能なら，③包括的な公契約条例

を直接の利害関係者，市民，市議会，行政の開かれた協議をつうじて制定すること。以上

である。新潟市では近年，関係する労使双方が公契約条例の制定を要求し，それぞれ具体

的な提案を行っているが，そこには対立する論点や争点もみられる。両者の案の長所を，

市民も参加しながら最良の形で総合することが必要ではないかと筆者は考える。最後に本

稿の内容を要約し，結論に代えよう。 

 

1 背景 

 1.1 政府調達をめぐる競争の激化 

政府調達は昨今の政策争点である環太平洋連携協定（TPP）でも主要な交渉分野の 1 つ

だが，そこには建設工事，同関連サービス，業務委託，物品購入が含まれる。これらにか

かわる公契約の主な方法としては一般競争入札，指名競争入札，随意契約がある。地方自

治法では一般競争入札を原則としているが，実際はほとんどの自治体において随意契約や

指名競争入札が広く行われていた。これは国や政府関係機関の場合も同様である。 

随意契約は入札価格が低い場合，一般競争入札に適さない場合，緊急の必要性がある場

合などに限って適用されるものだが，1980 年代以降，経済の自由化・規制緩和の推進や「小

さな政府」を目指す行政改革の下，現実には官民癒着や一部の業者の独占をもたらしてい

ると指弾されるようになった。一方，指名競争入札も本来は高い技術を要する場合などに

限られるものだが，往々にしていわゆる談合の温床となり，不公正で割高な公契約（つま

り税金の無駄遣い）につながるとして批判の対象になった（小畑 2010）。 

代わって一般競争入札が重視され，指名競争入札の場合でも業者数を増やすことが推奨

されるようになる。これと併行して，元来は国・政府関係機関や自治体が直営していた事
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業が独立化されるか，または民間に委託されていく。他方，1990 年代末以降は「小さな政

府」路線がさらに徹底されて公共事業が縮小し，2000 年代半ば以降は地方財政調整も後退

した。以上の結果，政府調達にかかわる市場の競争は全般に激しくなった。 

競争の激化は，さらに国際的な回路を通じても強められる。世界貿易機関（WTO）の創

設に際して結ばれた政府調達協定（GPA）により，中央政府，政府関係機関，都道府県・

政令市は，一定基準以上の高額の公契約を交わす場合，原則として

．．．．．

一般競争入札を適用す

ることになったのである

3
。この基準額は 2 年ごとに見直しされるが，傾向的な円高により

円建てでは引き下げが続いている。これは一般競争入札が適用されやすくなってきたこと

を意味する。 

 

1.2 激化した競争の弊害 

このように国内外にわたって競争圧力が高まったことにより，いくつかの問題が顕在化

した。第 1 に，政府調達の落札額が大幅に低下した。わかりやすく身近な具体例をあげて

おこう。政府関係機関である国立大学法人新潟大学の清掃業務委託落札額（資料資料資料資料 1）4
，新

潟県の各種施設の清掃・設備管理・警備業務委託（資料資料資料資料 2），東京都の庁舎清掃業務委託（資資資資

料料料料 3），そして新潟県内の市町村の清掃等業務委託（資料資料資料資料 4）のどれをみても，落札額は一

般に著しく下がっていることがわかる。もちろん，これは発注側からみれば支出の節約で

あり，競争はやはり効率性を向上させる，ということになる。しかしすぐ後述するように，

この種の合理的対応は必ずしも合理的な結果をもたらすとは限らないのである。 

問題の第 2 は，先にあげた事例でも実際に起こったことであるが，しばしば域外のいわ

ゆる「ブラック企業」が破格の低額で落札し，最初から無理な業務体制で請け負った結果，

建設工事やサービスの質が低下したことである。場合によっては発注側とのトラブルが生

じ，途中解約に至った事例もある。こうした一連の事態は，いいかえれば「社会的共通資

本」の劣化を意味する

5
。 

また，このことと関連して第 3 に，とりわけ人件費の削減・抑制によって落札額の低下

                                                        
3 詳細は外務省の関連ウエブサイトを参照。 
4 資料は本稿末尾に掲げた。以下も同様である。 
5 この問題は場合によっては人命の喪失にもつながった可能性がある（小畑 2010：32）。
一例は 2006 年 6 月に東京都港区公営住宅のエレベータで高校生が事故死した問題である。

その 3 年前までこのエレベータの保守点検は随意契約だったが，翌年から一般競争入札が

導入され，事故が起こるまでの間にメンテナンス料金は 3 分の 1 に下がっていたという（鈴

木 2009b）。 
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に対応しようとする low road の経営戦略が助長された。たとえば適正人員に満たない体制

で請け負う，当該地域の最低賃金とさして変わらない（また場合によってはそれ未満の）

報酬しか支払わない，短時間雇用者を多用して社会保険料負担を「節約」する等である。

ここまで極端な場合でなくとも，賃金の引き下げ圧力が強まっている。事実，2003 年から

2008 年にかけて，建設主要 10 種賃金は，東京では 5.4％，山形県では 14.4％それぞれ低下

している（小畑 2010：41）。 

その結果として第 4 に，建設工事に携わる建設業界で特に問題となったことだが，後継

者が育たず，建設業が衰退するのではないかとの不安が広がった。山形県が都道府県レベ

ルで初めて公共調達基本条例を制定し，また千葉県野田市が日本で最初の（最低賃金基準

を明示した）公契約条例を制定した背景には，まさにこの事態が存在したといわれる。一

方，業務委託でも，技能を積み重ねた人材が他業種に流出し，生産性の低下を招く場合も

みられた

6
。 

第 5 に，競争の激化によって，業務委託では事業の継続性が保証されなくなり，委託業

者変更に伴う従業員の雇い替えが頻繁に起こるようになった。これは直接には雇用不安を

もたらすが，そのことを利用した労働条件の引き下げ（賃金削減；短時間雇用への変更に

よる社会保険からの排除）も横行するようになった。清掃や警備の労働市場は従来から構

造的な低賃金や流動的な雇用を多少とも特徴としていたが，そこに競争的な公契約の圧力

が加わり，事態が悪化したのである。さらに，雇い替えにより有給休暇が自動的に初期化

されてしまうという問題も生じた。 

第 6 に，公契約事業にかかわる労働者が各地域の労働者総数に占める比重は大きいとは

言えず，このことだけで判断すれば，上述したような賃金の引き下げや抑制が地域経済の

消費需要の動向全般を即座に左右したとは言えないかも知れない。とはいえ，それは同一

地域の民間の賃金相場に多少は影響を与える（あるいは，すでに相場が低い場合はこれを

公式に追認する効果をもつ）。そしてこれがまた逆に，国の建設工事設計労務単価（後述す

る公契約条例の先行事例でも，これをさらに割引した最低賃金が適用されている場合があ

る）などを通じて，各地域の公契約事業の賃金相場を抑制する。こうした悪循環の仕組み

が全国に広がり，合成されてきたのが日本の現実だとすれば，その結果としてマクロの消

費需要（したがって内需）が低迷・抑制をよぎなくされ，これが健全な経済成長の基盤を

                                                        
6 新潟市の委託清掃業務で実際にみられた事例である（新潟市民病院事務局管理課課長補

佐・深沢忍氏への面談調査。2013 年 3 月 19 日）。 
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揺るがした面はあるだろう

7
。 

 

1.3 補整のうごき 

以上のような問題は必ずしも放置されたわけではない。これを補整しようとする，次の

ような入札制度改革が実施されてきた（小畑 2010）。 

第 1 に国レベルでの動きである。まず 1999 年に地方自治法施行令が改定され，金額だけ

でなく自治体が重視する社会的価値も基準として落札業者を決定する，総合評価方式一般

競争入札が可能になった。また 2001 年から翌年にかけて，それまで建設工事だけに適用さ

れていた低入札価格調査制度が国や自治体の業務委託にも援用できるようになった。この

際，自治体に関しては最低制限価格制度も導入されている。さらに 2005 年の建設工事品質

確保法により総合評価方式が改めて促され，2009 年には公共サービス基本法が適正な労働

環境にもとづく安全・良質な公共サービスの提供という基本理念を明確にした。ただし，

より根本的な入札改革としての公契約法や，その国際的な根拠である ILO94 号条約の批准

は，なお未完の課題にとどまっている

8
。 

第 2 に，自治体レベルで実際に総合評価方式などを活用した政策入札の動きが広がった

ほか，さらに踏み込んで公契約条例を独自に制定する自治体も増えつつある。そのよく知

られた典型的な先行事例は，前にも一部触れたが都道府県では山形県，政令市では川崎市，

それ以外では千葉県野田市のものである（資料資料資料資料 5）。山形県は 2008 年に公共調達基本条例

を制定し，建設工事や同関連サービスが中心ではあるものの，その品質と価格が適正であ

るべきことを明確に謳っている。そのために技術，法令遵守，環境保全対策，労働者の安

全衛生と福利厚生，企業の社会貢献活動を評価することになった。 

その翌年には野田市が公契約条例を制定したが，その内容のうち最も重要なのは，一定

額以上の建設工事・製造（予定価格 1 億円以上）と業務委託（同 1,000 万円以上）の両方

について最低賃金を規定したことである

9
。工事・製造については国の設計労務単価の 8 割

                                                        
7 これとは逆の事態になるが，Pollin and Luce 2000 : 162 はアメリカ合州国ロス・アンジェ

ルス郡に関する次のような試算結果を紹介している。すなわち同郡の公契約にかかわる貧

困層の時給を条例により「生活保障賃金」（後述）の水準に引き上げたとしても，当該地域

の全労働者に占める彼らの割合はごく少ないため，目立った経済効果は得られない。一方，

条例の適用範囲を広げれば経済効果はより大きくなる，というのである。 
8 こうした動きの一方で，談合対策として入札契約適正化法（2000 年）や官製談合防止法

（2002 年）も制定されている。 
9 公契約条例とは別に総合評価方式の対象となる 5,000 万円以上 1 億円未満の建設工事，
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程度，庁舎設備維持管理と施設清掃の委託業務は市労務職員初任給

10
とした。一方，履行

確保のための制度や人員も措置されている。また後には継続雇用が努力義務とされ，長期

継続契約に向けて市が必要な措置を講ずることも規定された。以上の結果，政府調達の経

費は当然増加したが，その増分が市予算総額に占める割合は 0.016％と，ごく小さなものに

過ぎなかった（小畑 2010：74）11
。 

川崎市の公契約条例は政令市としては最初のものであり，2010 年に制定された。そこで

も予定価格 6 億円以上の建設工事については設計労務単価の職種別額を，また同 1,000 万

円以上の業務委託（警備，施設維持管理，清掃など）の場合は生活保護基準の 9 割をそれ

ぞれ参考に，最低賃金を定めることになっている

12
。ただし外部委員からなる作業報酬審

議会がこれらを答申する形をとる（2011 年 3 月に答申された業務委託最低賃金は 893 円）。

また長期継続契約への一定の配慮が行われているほか，立ち入り検査，是正措置，契約解

除など履行確保への措置もとられている。さらに政府調達の質を確保し，それによって地

域経済の発展や市民の福祉を増進する責任を，受注者だけでなく発注者（市）にも課して

いるところに，ひとつの特徴がある

13
。 

なお，以上のような一連の入札改革は，何よりも社会の要求に押されて進められたこと

を銘記しておく必要がある。とりわけ全建総連，自治労（連合），全労連といった労働組合

が党派を問わずその先頭に立ち，関係する政党や政府・自治体に状況の改善を働きかけき

た。またこれと関連して注目に値するのは，連合が最低生計費の独自推計を行い

14
，これ

をもとに各地域の「生活保障賃金」

15
を要求するようになったことである（資料資料資料資料 6）。本報

告書の別稿が論じているように国際的にみて日本の最低賃金が著しく低く，また近年にお

けるその引き上げも十分とは言えない現状（最低賃金を引き上げる会 2009／駒村 2010）を，

                                                                                                                                                                   
および指定管理者についても，賃金評価を行うという規定が盛られている。 
10 時給ベースでは千葉県最低賃金よりも 100 円ほど高い。その後，庁舎維持管理について

は国の建築保全業務労務単価を用いるように改定された。 
11 この公契約条例を推進した市長自身の考え方は辻山，勝島，上林 2010 を参照。本音は

最低賃金の引き上げにあったという。 
12 上記金額未満の契約で総合評価方式が適用される案件も，これと同様である。 
13 野田市の場合は発注者の責任は規定されていない。自治労（公刊年不明）のほか後出の

資料 10 も参照。 
14 独立系および全労連系の研究者も最低生計費を各地で独自推計しつつある（駒村 2010
／金澤 2012）。 
15 「生活保障賃金」（Living wage）を求める運動は，現代ではアメリカ合州国において盛

んに展開されている。その総合的な実証研究は Pollin and Luce 2000 および Pollin et al. 2008
を参照。本報告書の別稿も参照のこと。 
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こうした試みと政府調達の改善との相乗効果で改革しようということだろう。 

とはいえ，繰り返すが ILO94 号条約の批准や公契約法の制定は未完であり，公契約条例

も地域ごとに異なる政治力学ゆえに一部の自治体（尼崎市）では否決されている。また否

決されないまでも，その内容に不十分なところもなお散見される。つまり，過度の競争の

弊害を補整する段階にとどまっている。この点は確認しておく必要がある。 

 

2 新潟市における政府調達の問題点――業務委託を中心に 

以上のような背景を念頭に置いたうえで，本節では新潟市における政府調達の問題点に

ついて検討する。このことは市議会でも以前から取り上げられていたようだが，最近は TPP

との関連においても改めて問題関心の高まりがみられるようになっている。たとえば 2012

年 9 月，市議会定例会において，中山均市会議員と村上浩世財務部長との間に本稿末尾・

付録付録付録付録①①①①のような質疑応答が交わされているのも，その一例である。 

なお本節では政府調達の問題状況について業務委託を中心に論じるが，これは特にこの

分野において取り組むべき課題が比較的多いように思われるからである。ただし，あとで

触れる市民病院の企画競争入札（公募型プロポーザル方式）の事例など，すでに一定の改

善がみられる場合もあることはたしかである。 

 

2.1 競争重視の制度改革とその弊害 

 新潟市でも政令市となる前の 1990 年代末以降，競争重視の入札改革が実施され始めた。

建設工事については予定価格を公表する一方で 2002 年から一般競争入札を導入し，最低制

限価格付きながらその範囲を拡大（対象工事の金額を下げる）するようになる（新潟市財

務部契約課 2013a，新潟市財務部契約課 b）。また業務委託の指名競争入札に際しても対象

業者数を拡大し，競争を促している

16
。さらに 2007 年 4 月の政令市への移行に伴い，1.1

で触れた WTO の GPA が適用されるようになった。 

以上の結果，建設工事の落札率は 2002 年度の 96.73％から 2009 年度の 85.09％へと低下

している

17
。また移転前の旧市民病院の業務委託料も，契約の内容が必ずしも同一ではな

                                                        
16 前出・深沢忍氏への面談調査（2013 年 3 月 19 日）による。 
17 この数字は随意契約を含む。市契約課・各区役所総務課発注分であり，水道局と市民病

院の発注工事は除く。なお 2010 年度以降は随意契約を除く落札率が公表されており，同年

度 86.51％，2011 年度 88.31％，2012 年度 88.16％と推移している。以上は新潟市財務部契

約課 2013c による。 
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い場合があるなど厳密な比較はできないが，大まかには減少する傾向がみられた（資料資料資料資料 7）

18
。随意契約の場合でさえも似たような事態が起こっていたことは注目に値する。新潟勤

労者総合福祉センター（通称・新潟テルサ）や総合福祉会館でも，エレベータ保守点検業

務の委託料は大幅に下がってきたのである

19
。その他の業務委託については，本稿執筆時

点で適切な関連資料をなお入手できていないが，次項 2.2 で述べるように，近年，市役所

本庁舎の清掃業務委託入札に際して落札額が顕著に低下したという事実は確認できている。 

 落札率や落札額のこうした低下傾向は，1.2 で指摘した問題群を新潟市でも実際に生み出

したのか。論理的にはそうならざるを得ないと言えるだろうが，その正否を具体的な事例

で実証することは意外にむずかしい。過去の事実を記憶している関係者に折よく面談でき

るとは限らず，また仮に多少覚えのある人たちに行き当たっても，文書などに詳細な裏付

けをもって問題の実態を書き残してはいないからである。 

このような限界があることを前提として一例を紹介すると，まず移転前の旧市民病院に

おいて指名競争入札の業者数を増やした結果，委託契約料は節約できたものの，業務の品

質に問題が生じたことがあるという

20
。また新潟テルサや総合福祉会館に設置されている

シンドラー社製エレベータに起きた不具合も，この文脈で理解できそうである

21
。 

                                                        
18 新潟市民病院事務局管理課施設係長・坂田一春氏から資料資料資料資料 7 を提供して頂いた際，厳密

な比較はできない旨示唆された。 
19 中山均市会議員はかつて新潟市関連施設のシンドラー社製エレベータの不具合につい

て独自調査を行い，その要旨（2006 年 6 月 21 日付公表）において次のように指摘してい

る。「新潟テルサと総合福祉会館では同社エレベータを同じ 3 台設置している。機種等が異

なることによるのかもしれないが，年間保守管理費が前者約 160 万円余（随意契約により

1998 年度～2002 年度まで約 270 万円，2003 年度～2005 年度まで約 208 万円，2006 年度約

160 万円），後者が 60 万円余（2004 年度より入札，約 140 万円の予定価格に対し同社が約

64 万円で落札。現在はほぼ同額でエスイーシ社が受注）という金額であり，工事等の案件

と比較しても競争性・透明性と品質確保という両方の観点で疑問も残る」（中山 2006）。な

お同議員が現状を市に確認したところ，テルサのエレベータの保守点検はその後もシンド

ラー社が随意契約で業務を続けており，年間契約額は 100 万円あまりだとのことである。 
20 前出・深沢忍氏への面談調査（2013 年 3 月 19 日）による。 
21 先に引用した中山市議の以前の調査はこう語る。「同社のエレベータが複数の本市施設

に 18 基あり，いくつかのエレベータでトラブルが発生していたことはすでに新潟市より公

表されていますが，同社のエレベータおよび保守点検業務にさらに問題点がいくつか明ら

かになったので，報告します」。「同社エレベータのうち，本市で最もトラブルの多かった

総合福祉会館のものについても昨年まで同社が保守点検業務をおこなっており，公表され

た 31 件のトラブルは全て同社の保守管理期間中のものであったし，原因が特定されないも

のもある。（中略――佐野）また，先週末（17 日）トラブルのあった新潟テルサのエレベー

タも同社の保守管理下にある」。「本市 18 基のうち 16 基は今も同社の保守管理を受けてい

るが，同社は新潟県全体に新潟営業所が一箇所のみでわずか 2 人体制。2 人で県内数十基

と言われるエレベータを管理していることを考えると，管理体制だけでなく 2 人の労働実



10 
 

さらに新潟県内の施設管理業界最大手である株式会社新潟ビルサービス鈴木英介社長

（新潟県ビルメンテナンス協会会長も兼務）が，同社社内報の中で次のように述べている

のも示唆的である。現場の実態を熟知する当事者の貴重な証言であり，長く引用するに値

しよう。 

「かつて，官公庁の一般競争入札の導入は，激しい価格破壊をもたらしました。ちょう

ど不景気の真っただ中，各業者は仕事の確保のため，低価格応札に明け暮れ，そのしわ寄

せは品質と労務単価に跳ね返ってまいりました」（鈴木 2009b）。 

「ビルメンテナンスの半世紀の歴史は，市場拡大の歴史でもありました。しかし，ここ

十年あまり，ビルメンテナンスの市場はほとんど成長していないのです。／当社でも平成

九，十年までは売上はうなぎ登りでした。第二十五期では十五億であった売上も，十年後

の三十五期（平成九年）には三十一億と倍になりました。そして，その後六年間の売上急

下降があり，四十一期には二十五億まで下がりました。これは当社だけの事ではありませ

ん。新規参入や，既存業者同士の過当競争により市場の停滞以上の，価格崩壊が起こった

のです。／ちょうど景気全体が低迷する中，最も弱い部分に最初のしわ寄せが生じたので

した。このことで最も被害を受けたのはそこで働く人や利用者です。／仕様の減少とは雇

用の減少を意味します。週五回の清掃が週一回の清掃に変わったら，八十％の雇用が失わ

れたことを意味します。これは，働く人の犠牲なのです。また，品質が二十％に低下した

のです。これは利用者の犠牲です。犠牲を強いれば価格が下がるのは当たり前のことです。

／このようなことが今，公共サービスの現場で起こっております。一方政府は緊急雇用対

策として，様々な施策を打ち出しています。右手で雇用を切り，左手で雇用を作る，まる

で手品師のように見えます。私たちは翻弄されるばかりです」（鈴木 2009b）。 

「毎年，年度末の時期になると憂鬱な気分になります。官公庁の仕事が一般競争入札と

いって，どこの誰でも参加でき，金額が一番安い会社に決まるという制度になったためで

す。このため，全国から様々な会社が入札に参加してきています。／本来であれば新年度

は，新しい仕事も始まり，意欲に燃えて取り組んでいるはずです。確かに新しい仕事もあ

                                                                                                                                                                   
態も厳しいものがあると推測される」（中山 2006）。 

なお，不具合はその後も発生している。「平成 22 年 11 月，新潟市中央区の新潟勤労者総

合福祉センター（新潟テルサ）において，エレベーターが階途中で停止し，かご扉が開く

という不具合が発生しました。幸いにも，けが人等は出なかったところですが，原因は保

守点検時の人為的ミスによるものでした」（新潟市建築部建築行政課；2012 年 6 月 1 日更

新；http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/kenchiku/kanri/evkanri.html）。真の問題は，繰

り返される「人為的ミス」の原因とは何か，ということではないだろうか。 
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ります。継続して受注している仕事もあります。しかし，その大半は毎年業者間の過当競

争のために減額改定されているのです。／ましてや，仕事を受注できなかったとなると，

その現場で働くことはできません。もし，従業員が現場を移りたくなければ，新しい会社

に移らなければなりません。／入札で仕事が無くなった場合，そこで働く人は会社を移る

か，現場を移るかの選択をしなければなりません。／仮に会社を移った場合，少なくとも

有給休暇はなくなります。賃金も上がれば良いのですが，新しい会社は，以前の会社より

安い金額で受注したわけですから，賃金も安くなるほうが多いようです。また，県外の会

社の中には保険関係がしっかりとかかっていない会社もあります。／逆に会社を替わらず，

同社の他の現場に移った場合はどうでしょう。都合のよい新しい現場や職種があればよい

のですが，中々そうは行きません。（中略――佐野）いずれにせよ，慣れた現場と慣れた仕

事は失ってしまいます。／このように毎年の入札では，そこで働く人々の雇用環境を確実

に悪化させています。これが一般競争入札の結果なのです。公共サービスであるはずの官

公庁の仕事が，地域全体の雇用環境をも悪化させています」（鈴木 2009a）。 

「デパートで清掃が行き届かず汚れていては，お客様は高い商品を購入する気にはなら

ないでしょう。もっときれいなデパートへ行くはずです。しかし，官庁の中が汚れていて

も，必要な市民はそこへ来て，必要なサービスを受け取るしかないのです。多くの場合，

その料金は税金の形で先払いされています。そのため，いまさら払わないとは言えないの

です」（鈴木 2009a）。 

「公共サービスのための社会資本は，全ての国民の共有財産です。今，その公共建物や

施設に対するメンテナンスが激しい質の低下に見舞われ，そこで働く人たちの労働環境が

破壊されているのです。さらに，公営住宅のエレベータ事故や公営プールでの事故もこの

ような事と無関係ではないと思います。／労務提供型の仕事では，提供するサービスの品

質と，そこで働く従業員の賃金は相関関係にあります。公共サービスにかかわる全ての人々

に，一定の賃金水準と，安定した雇用条件を保障する事が，公共サービスの品質を維持す

るための前提条件になるのではないでしょうか」（鈴木 2009a）。 

 

2.2 WTO-GPA と 3.11 原発事故ショックの複合現象？ 

前に述べたように 2007年 4 月，新潟市は政令市に移行し，WTO の GPA の適用対象となっ

た。つまり，一定額以上の高額の政府調達に際しては，原則として

．．．．．

一般競争入札を実施す

ることが求められるようになった。容易に推察されるように，前項 2.1 でみたような問題
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は，他の条件が同じであれば

．．．．．．．．．．．

，このグローバリゼーションの側圧も受けつつ，より増幅さ

れることにならざるを得ない。 

一方，現新潟市の政府調達のうち WTO-GPA 案件（特別政府調達）は，付録付録付録付録①①①①に引用し

た市議会での質疑応答によると 5 件ほどあるようだが，そこには市役所本庁舎と（移転後

の現）市民病院の清掃業務委託も含まれている。ところが，これら 2 つの案件は実に対照

的な扱いを受けている。後述するように，市民病院は WTO-GPA 適用であっても独自の社

会的価値を掲げて企画競争（公募型プロポーザル方式）を適用し，野放しの過当競争を回

避したのに対して，市役所本庁舎の場合は一般競争入札をそのまま実施し続けているので

ある。その結果，後者にどのようなことが起きたか。 

市役所本庁舎の清掃業務は 2008～11 年の 3 年間，地元業者である「きらめき」に委託さ

れていた。2008 年 6 月 19 日付の落札広告によれば，落札額は 2 億 475 万円であった。と

ころが 2011 年 8 月 3 日付の同広告によると，その次の 3 年契約（2011 年～2014 年）を獲

得したのは福島県南相馬市に本店のある「東武」であり，落札額は 1 億 3,335 万円となっ

ている。実に 7,140 万円の減額である。1 契約年当りだと 2,380 万円になる。 

一般競争入札の結果とはいえ減額幅があまりに大きいため，筆者としては果たして適正

な業務を行えているのか，また従業員に適切な労働条件が保障されているのか疑問を持っ

た。そこでこの点について市役所総務部総務課庁舎管理係に照会したところ，概要次のよ

うな回答を得ている。①制度的な業務評価（履行確認）は行っていないが，市庁舎内を目

視する限り特段の問題は生じていないようである。②登録された配置人員数は「きらめき」

が平日 20 名，休日 15 名で，これに臨時の応援が加わる場合があったのに対して，「東武」

は平日・休日とも 20 名である。休憩所の利用状況もほぼ変わらないようである。③「東武」

の時給ベースの賃金は新潟県最低賃金を 10 数円上回る程度だが，これも「きらめき」の場

合とほぼ同様である

22
。 

仮に実態がこの通りだとすると，契約額が大幅に下がっているにもかかわらず，従業員

数も賃金も業務内容もほとんど変わりないことになり，常識では計り知れない不可思議な

事態が進行していることになる。市民の税金が投入されている公共サービス，またそれに

よる「社会的共通資本」の維持管理をめぐって不規則事態が生じていないのかどうか，行

政，市議会，市民による確認が必要とされている。ちなみに総務部総務課庁舎管理係によ

                                                        
22 ①は電話による照会に対する総務部総務課庁舎管理係・岩野美博氏の回答（2013 年 4
月 5 日）。②と③は同氏による電子メールでの回答（2013 年 4 月 12 日）。 
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れば，「東武」が落札した案件には 6 社が参加し，「東武」自身と「きらめき」を含めて 3

社が低額で応札したが，「東武」が最低額を提示したため契約を得たとのことである

23
。 

念のため公平を期していえば，他県の業者である「東部」が最低額で応札したのには，

それなりに斟酌すべき事情もあったと推察される。同社本店（本社は仙台市）のある南相

馬市は 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災やそれに伴う東京電力福島第一原子力発電所の事

故の影響を激しく被り，地域の社会と経済が崩壊の危機に晒され，いまなお原状回復した

とは到底言えない状態にある。そのため経営拠点を他地域に移す企業も後を絶たなかった。

こうしたなか「ビルメンテナンスの東武（南相馬市）は，仙台市の東北支店を本社に格上

げして 11 月に移転することを決めた。それに伴い，パート労働者も含めて約 150 人いた本

社従業員を 3 分の 1 に減らした。／「原発事故で本社の受注が激減し，移転と従業員の解

雇に踏み切らざるを得なかった」と中島照夫社長は苦しい胸の内を明かす」

24
。 

このようにみると，「東武」は危機打開のための窮余の一策として，新潟市役所本庁舎の

清掃業務委託入札へと格安に参入してきたようにも思える。先に述べた不可思議な契約と

業務実態は，そうした 3.11 ショックと WTO-GPA 一般競争入札とが複合した結果だと解釈

できるのだろうか

25
。 

 

2.3 補整の取り組み 

政府調達をめぐる過当競争の弊害が明らかになるにつれ，新潟市においてもとりわけ政

令市移行と前後して補整の動きが出てきた。建設工事では総合評価方式が 2006 年度から試

行され始め，以来，実状等に応じて改定が重ねられている。業務・環境 ISO 取得の有無，

技術提案，施工実績を考慮するほか，障害者雇用

26
や男女雇用機会均等への取り組みなど

社会的価値に照らしても点数評価が行われ，それをもとに契約業者が選定されるように

                                                        
23 前出の岩野氏による電子メールでの回答（2013 年 4 月 19 日）。6 社とは具体的には太平

ビルサービス（東京都新宿区），二幸産業（東京都新宿区），サンメンテナンス（東京都新

宿区），新潟ビルサービス（新潟市中央区），きらめき（新潟市中央区），東武（宮城県仙台

市；本社が仙台市，本店が南相馬市）である。 
24 河北新報（2011 年 10 月 31 日）http://www.kahoku.co.jp/spe/spe_sys1071/20111031_01.htm 
25 3.11 ショックのうち原発事故は筆者のいう「原発サイクル」を前提とするものであり，

またこの「サイクル」自体は農漁業における長年の断続的な自由化とそれによる地域経済

の疲弊が一因になっていた（佐野 2012：第 3章＃1「新自由主義サイクルと原発サイクル」）。 
26 新潟県の障害者雇用率は全国的にみて低い。2004 年度～2012 年度の期間，全国順位は

33 位～46 位の間で上下している。これは新潟労働局 2012 による。同資料は筆者の依頼に

応じて作成・提供して頂いたものである。 
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なっている（新潟市都市政策部 2012）。またこれとは別に除雪協力企業・市内本店企業に

限定した入札や，同一年度に一度も受注していない市内本店企業向けの入札を設けると

いった配慮も行われている（新潟市契約課 2013a，新潟市契約課 2013b）。ただし総合評価

方式の改定の過程で，比較的少額の建設工事（つまり中小事業者）は障害者雇用等の社会

基準を緩和するなど，一種の退行とも思える事態も認められる。 

建設工事の場合ほどにも「包括的」とはいえないが，業務委託においても一部に補整の

試みがみられる。その典型は移転後の市民病院の清掃業務委託の事例だろう。2007 年 11

月，公募型プロポーザル方式の企画競争が導入され，これまでに 2 回の 3 年契約（2007 年

11 月～2010 年 10 月；2010 年 11 月～2013 年 10 月）が結ばれている。 

新たな入札制度の下では，まず類似業務の実績，法令違反や指名停止措置の有無，

ISO9001 取得，医療関連サービスマーク，損害賠償保険加入の有無を問う。また業務実施

体制（有資格者を含む配置体制，業務時間数，配置人数），履行確認方法，障害者等の雇用

の方針，環境負荷軽減の取り組み，委託料について業者側に提案させる。これらをうけて

病院内部の選定委員会が二次の審査を行い，契約業者を決定する（新潟市民病院 2010）。

現行の委託業者は新潟ビルサービスであり，委託料は約 3 億 8,700 万円になる。「業務履行

の質は高く，市の他の施設よりも成功している。3 年契約としたため，雇用の継続性にも

結果としては寄与している」

27
という。労働条件もこの業界としては比較的良好である

28
。 

入札制度それ自体における以上のような修正のほか，特に賃金水準については 2011 年度

以来，市当局による行政指導も進められている。たとえば新潟市財務部契約課 2013 は次の

ように謳う。「「市が発注する工事及び業務委託に従事する労働者の賃金実態について，毎

年，数件程度の抜き取り調査を行い，その結果を公表する」ことにより，従事者の賃金水

準に対する市の姿勢を明示し，受注者の自発的な行動を促す，牽制効果を期待している」

29
。

                                                        
27 前出・深沢忍氏への面談調査（2013 年 3 月 19 日）。 
28 市民病院に配置された従業員の労働条件について新潟ビルサービスに照会したところ，

電子メールで次のような回答を得ている（2013 年 3 月 22 日）。「パートは時給 800 円から

900 円です。ただし当社の場合，日勤者（フルタイム）は全て月給制で市民病院現場の清

掃の場合，年齢にかかわらず新規採用で 125,000 円から始まります。上は資格や役職手当

てがついて 18 万位です。日勤者は賞与（年 2～3 回）退職金があります。それでも年収は

200 万台前半にしかなりませんので安いと思いますが，同業他社で清掃員に月給を払って

いるところは無いと思います。人数は半々位です。アルバイト（日々雇用者）はおりませ

ん。パートも 6 時間以上勤務者は社会保険が付きます」。表記は原文のままである。 
29 ゴシック体は原文のものである。なお，2013 年度の調査では次の点を強化するとのこと

である。①予定価格 1,000 万円以上の工事と同 100 万円以上の業務委託全般について，「調

査に協力すること」および「是正指導等を受けた場合は，誠意をもって対応すること」を
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この指導は，市議会からの要請にもとづき，公契約条例に準じた効果を期して実施される

ようになったものだという

30
。 

 

3 残る課題とその解決の方向性 

3.1 課題 

前節 2.3 項で述べたように，総合評価方式や企画競争が導入された分野や事例では，多

様な社会的価値の実現，地元業者の保護，業務の質的改善などがともかくも志向されるよ

うになり，一定の効果が得られたと考えられる。また結果的ではあるが雇用の継続性もそ

れなりに改善されたところはある。ただし市役所本庁舎清掃業務の委託の事例のように，

なお過当競争に伴う不規則事態が推察される面もある。賃金引き上げを事実上期した契約

課の行政指導は一歩前進だが，建設工事・業務委託のいずれについても野田市や川崎市の

ような明確な最低賃金基準は課されておらず，雇用の継続性が謳われているわけでもない。 

新潟市財務部契約課 2012 と新潟市財務部契約課 2013d をもとに，賃金に絞って問題の一

面をいま少し確認しておこう。まず前者によれば，調査時点での新潟県最低賃金 681 円に

対し，清掃作業員の平均時給は 721 円であった。これは指名競争入札業者 3 社（いずれも

契約期間 3 年）10 人の単純平均である。最高額は 798 円，最低額は 700 円となっている。

一方，工事の平均時給は 1,625 円であり，設計労務単価平均 1,669 円の 97.4％相当となる。

ただし最低の水準である橋梁世話役の時給は同じく 48.9％で著しく低い。 

次に新潟市財務部契約課 2013d をみると，調査時点の新潟県最低賃金 683 円に対して清

掃作業員の平均時給は 723 円となっている。これは指名競争入札業者 4 社（2 社は契約期

間 1 年，他の 2 社は 3 年）21 名の平均である。最高額は 800 円，最低額は 690 円であった。

工事の平均時給は 1,589 円で，設計労務単価平均 1,666 円の 95.4％相当であった。ただし最

低の防水工の時給はその 73.0％相当と低くなっている。 

以上からもわかるように，委託清掃業務の場合，労働条件はとりわけ劣悪である。とこ

                                                                                                                                                                   
特記仕様に加える。②工事について，調査対象とする基準等は非公表とするが，「受注者の

自律的な賃金水準是正への牽制効果は維持していく」。また工事発注額に対する受注額比率

が拡大するように調査対象を選定する。③業務委託について，やはり調査対象とする基準

等は非公表とするが，「概ね 1 千万円以上の労働集約的な業務委託契約（清掃・受付業務等）

について，受託者の事務的負担に配慮して無理のない範囲で，毎年度調査対象とする件数

を増加させていく」。ただし「状況によっては比較的小額な契約を調査対象にすることも想

定している」。 
30 この点は，2013 年 3 月 22 日に開催された本受託研究中間報告会（新潟市役所議会棟 6
階第一委員会室）の際，臨席された市議会議員の方々からご教示頂いた。 
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ろが現実には，従来からの構造的な問題もあって，これをさえ下回る実態が存在するとみ

られる。事実，ある業界関係者によれば，同業者の中には最低賃金に満たない賃金しか支

払わず，短時間雇用を活用することで法定の社会保険の負担を免れると同時に無償残業を

強いる（あるいは逆に手抜き作業を促す）ものも散見される

31
。もちろん，こうした慣行

は法に反しており，また公共サービスの質も劣化させる。しかし，それでも生活苦のため

に求職してくる人たち（他産業での解雇者や高齢者）がいることを見越して格安に入札し，

現に受注する業者が後を絶たないという。市民の共生のため，そして「社会的共通資本」

の維持のためにも，これは早急に是正すべき事態だといえよう。 

 

3.2 問題解決の方向性 

 残る課題をどのように克服していけばよいだろうか。実際の具体的な方策は直接の利害

関係者，市民，市議会，行政の今後の開かれた協議に任せることとし，ここではその基本

的な方向性を示唆しておきたい。 

 

 3.2.1 国レベルの取り組み 

まず 1 で確認した通り，問題の発端が政府調達における競争偏重にあると考えられる以

上，この制度環境を改めることが必要である。第 1 に考えられるのは国レベルでの取り組

みであり，そこには WTO-GPA の見直し，ILO94 号条約の批准，公契約法の制定などが含

まれる。要するに，新自由主義的な行政改革の再検討である。また付録付録付録付録①①①①からも示唆され

るように，TPP 交渉への参加を取り止めることも望まれる

32
。とはいえ，これらは国内外

のマクロ政治力学がものをいう事柄であり，そう簡単には実現できない。 

 

                                                        
31 本来は 8 時間を要する業務に対して，4 時間の短時間雇用者を投入したらどうなるか，

想定してみてほしい。普通に作業すれば，課せられた業務は完遂できない。そこで対応は

2 つに分かれる。ある者は自身の能力が足りないからだと解釈し，無償残業で応えようと

するだろう。代替要員はいくらでもおり，雇用主も現に「能力不足」を指摘するからであ

る。もうひとつの対応は，とにかく 4 時間以内に作業を終えようとして「四角い部屋を丸

く掃く」あるいは「四角い部屋をまっすぐ掃く」，つまり手抜きを行うことだろう。雇用主

は時としてこのことも黙認（推奨）するのである。 
32 もはや周知のように TPP は，殊に新潟県のような地域社会には政府調達の分野以外でも

重大な影響を及ぼしかねない。その意味でも同交渉への参加は再考すべきだろう。ちなみ

に，TPP に参加した場合の経済効果に関する政府の当初の試算は，一連の非現実的な仮定

をおいたモデル（応用一般均衡モデル）に依拠していたのであり，そのまま受け入れるわ

けにはいかないものである（佐野 2013：第 3 章）。 
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3.2.2 新潟市の裁量による対応 

そこで第 2 に，政令市としての新潟市の裁量の範囲内で取り急ぎ可能な対応を進めなけ

ればならない。2.3 に述べたこれまでの経緯を踏まえれば， まずは工事と業務委託の両方

について①政策入札の対象範囲を広げるとともに，②業者選定に際しての評価方法にも改

善を加えることが考えられる。 

政策入札の対象範囲の拡大 

①に関していえば，建設工事の入札のある範囲には総合評価方式が比較的早くから適用

されてきたものの，業務委託の場合は市民病院などごく限られた事例で公募型プロポーザ

ル方式の企画競争入札が導入されるにとどまっている。その結果，繰り返しになるが市役

所本庁舎の委託清掃業務自体，不規則事態が推察されるような状態にある。それゆえ，と

りわけ業務委託において政策入札を早期に広げる必要がある。すでに新潟県ビルメンテナ

ンス協会も，平成 24 年度の予算編成に際して，庁舎管理業務委託入札における総合評価方

式の適用，随意契約の導入および複数年契約の拡大，低入札価格調査制度の適用，最低制

限価格の適用，実績ある業者の選定，財団法人経済調査会の「積算資料」等に準拠した予

算措置などを，やはり市に対して陳情している（社団法人新潟県ビルメンテナンス協会

2011）。 

政策入札の評価方法の改善 

また②，つまり業者選定に際しての評価方法についても改善が必要である。建設工事や

市民病院の業務委託の場合にみられる既存のやり方を案件に応じて柔軟に援用する一方，

前述した財務部契約課による事実上の賃金引上げ指導をより積極化すべきだろう。また注

26 で触れた新潟県固有の問題状況を考慮し，健常者への逆差別が起こらないように注意し

つつ，障害者雇用への取り組みに高めの評価点を与えることも必要かも知れない。 

なお念のために断っておけば，原則として

．．．．．

一般競争入札を求められる WTO 案件であっ

ても，大義名分さえ立てば以上のような政策的条件付けは可能である。現に市民病院の清

掃業務委託は契約金額上では WTO 案件なのだが，前に述べた通り公募型プロポーザル方

式になっている。 

公契約条例の制定 

新潟市の裁量の範囲内で可能な対応としては，以上のほかさらに③公契約条例の制定が

ある。このことを求める声は従来からあり，市当局や政党に対して労使双方から要請・陳

情が重ねられてきたところでもある。たとえば連合新潟の場合，2010 年春闘の一環として
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同年 3月 25日，新潟地協が市に対して公契約条例の制定を口頭要請しているが

33
（資料資料資料資料 4），

これは連合の中央が 2011 年に作成した公契約条例モデル案（資料資料資料資料 8）を踏まえたものであ

る。前出の新潟県ビルメンテナンス協会・鈴木会長もまた独自の公契約条例案（資料資料資料資料 9；

以下，鈴木私案と呼ぶ）を作成し，市長や諸政党に陳情を繰り返している。このほか一部

政党を中心に市議会でも議論があり，それをうけて行政も公契約条例制定への筋道を模索

中だという

34
。機は熟しているといえよう。 

問題は新潟市の公契約条例をどのような内容にするかであるが，本項冒頭で断ったよう

に，それは直接の利害関係者，市民，市議会，行政がこれから具体的に協議していくべき

ことである。ただし現時点において目立った争点ないし論点が 3 点あるので，ここではそ

のことにだけ触れておこう。第 1 は発注者（市）の責任を謳うかどうか，またそれをどこ

まで明確にするかというものである。第 2 は，先行事例の野田市や川崎市のように最低賃

金基準を設けるかどうか，また仮にそうする場合，それをどのように設計するか，という

問題である。第 3 は，業務委託における継続雇用を明記するかどうか，また継続雇用自体

をどう考えるか，ということである。資料資料資料資料 10 を参照しつつ順に論じよう。 

公契約条例の争点① 

まず第 1 の問題だが，野田市の条例では発注主体の責務に触れておらず，川崎市のそれ

や連合案でも抽象的な一文を記すにとどまっているのに対して，鈴木私案では具体的に明

記している。しかも，それらはいずれも首肯しうるものである。他の先行事例や案でも別

の条項の中に多少とも盛り込まれている内容だとはいえ，やはり発注主体の責務として明

確にしておくことは重要だろうと考えられる。ただ，この点を重視するなら，さらにもう

一歩進めて，東京都江戸川区公共調達基本条例（23 区初；建設工事が軸）を参考に「市民

の責務」も追加してはどうだろうか（小畑 2010：81）35
。 

公契約条例の争点② 

第 2 に，鈴木私案では最低賃金基準を設けていないが，野田市と川崎市の事例，そして

連合案ではそれを明記している。鈴木私案のこの特徴は，発注主体の責務のうちに「労働

                                                        
33 ただし無回答に終わっている。 
34 この点もまた，2013 年 3 月 22 日に開催された本受託研究中間報告会の際，市議会議員

の方々からご教示頂いた。 
35 このような取り組みを積み重ねつつ，日本流の「委任型民主主義」の政治文化を地域社

会の次元から改め，より実効性のある民主主義を実現していくことが望まれる。佐野 2012： 
第 6 章＃7「日本も「おまかせ民主主義」なのか」を参照。 
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条件の改善」や「雇用の確保」があることからもわかるように，経営者（また経済学の標

準理論）によくありがちな単純な賃金規制批判

36
に由来するものでは必ずしもない。むし

ろ，次のような一種の「効率賃金」問題への懸念に発している。すなわち，最低賃金基準

を設けて現状よりも高めの賃金になると，生産性の高い若年・壮年層が求職するようにな

り，生産性の低い高齢者層がはじき出されてしまう恐れがある，ということなのである

37 

38
。 

たしかに，新潟市の政府調達（特に業務委託）の問題に限れば，同一の高めの賃金の下

では単位賃金費用（賃金÷労働生産性）は若年・壮年層の方が低くなり，他の条件が等し

．．．．．．．

ければ

．．．

，企業はそれまで雇用していた高齢者を若年・壮年層に置き換えるかも知れない。

一方，こうした限界的な業務委託労働者が新潟市の人口全体に占める割合はごく小さく，

高めの賃金で可能となる彼らの消費の増加は地域経済の総需要と総供給，それゆえ雇用の

拡大にさしたる影響を与えないと推察される。その場合，排除された高齢者（清掃業に働

く人たちは，貧弱な社会保障制度の問題もあり一般に恵まれない状態にある）は行き場を

失う可能性がある。 

それでは最低賃金規制を公契約条例に盛り込むべきではないのだろうか。大状況を改め

                                                        
36 「規制は賃金を均衡水準より引き上げてしまうため，失業を生みだし，かえって労働者

の不利益になる」という類のものである。これは賃金規制による需要増加が雇用の増加に

つながる面を無視しており，特にマクロ経済レベルでは必ずしも成り立たない命題である

（佐野 2013：第 2 章）。また次の点も軽視されている。すなわち，景気が好転すれば賃上

げ負担は簡単に解消されること，産業によっては人件費が総費用に占める割合は小さいこ

と，数パーセント程度の賃上げを価格に転嫁しても売上高に占めるその割合はほとんど無

視しうること，規制による賃上げそれ自体が労働生産性を引き上げれば単位賃金費用は必

ずしも増えないこと，などである（Pollin, Brenner, Wicks-Lim and Luce 2008:26-30）。 
37 「たとえば佐川急便のセールスドライバーは他の同様な労働者の 2 倍の給料です。でも

3 倍働いています。（正確な倍数ではありませんが）その差額が企業の利益になってきます。

当社の時給 1500 円のパートもそうでした。でも本当にそれでいいのか自問自答しています。

5 人でやっていた仕事を 3 人でやる事になるからです。と言っても私が人減らししている

わけではありません。3 人の若者の動きに 2 人がついていけないのです。それで結局辞め

ることになり，現場の人が入れ替わります」（鈴木英介氏の 2013 年 4 月 9 日付の筆者あて

電子メール）。Pollin, Brenner, Wicks-Lim and Luce 2008:25 によれば，これと似た反対論はア

メリカの「生活保障賃金」をめぐる議論においてもよく提起されている。 
38 鈴木私案において最低賃金基準が記載されていないもう 1 つの理由は「本来の地域最低

賃金があり，二重基準になってしまう」ということにある（新潟大学共生経済学研究セン

ター研究会（2012 年 12 月 13 日）における鈴木氏の発言）。公契約条例で地域最低賃金を

上回る賃金を定めることの可否は，2009 年，民主党の尾立源幸参議院議員が江田五月同院

議長に宛てた質問主意書で取り上げている。これに対して麻生太郎内閣総理大臣が議長に

宛てた答弁書では，それは法律的には問題にならない旨述べられている（辻山，勝島，上

林 2010：96）。 
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てみよう。長年にわたる自由化，規制緩和，「小さな政府」によりミクロの競争が激化した。

その結果，数々の「合成の誤謬」が起きてマクロ経済は不安定化し，格差と貧困が蔓延す

るようになった。補整の一策として，経済成長が前提ではあれ，最低賃金の引き上げ（早

期に 800 円，2020 年までに 1,000 円）が政労使で合意された（2010 年 6 月の雇用戦略対話）

にもかかわらず，そのうごきは遅々たるものに過ぎない。また平均賃金は名目でも実質で

も長年低下し続けている。そして内需は低迷し，不安定な外需に翻弄される状況がある。

とすれば，野田市の根本市長が意図した通り，公契約条例で賃金の底上げを少しでも実現

することは理にかなっている。そしてさらにその先には，所得再分配にもとづく「共生経

済社会」（佐野 2012：第 1 章＃4／佐野 2013：第 4 章）の構築が期待される。とはいえ，た

しかにミクロの現場それ自体では，先ほど述べたような「効率賃金」問題が懸念される。 

では一体どうすればいいのか。条例で最低賃金基準を設け，従来よりも（また地域最低

賃金よりも）高めの賃金になったとしても，高齢者など生産性の低い労働者がみだりに排

除されないようにするための制度的な工夫が必要である。一案として，男女雇用機会均等

や障害者雇用への配慮と同様，高齢者雇用の実績も重視することが考えられる。建設工事

でも業務委託でも，実態は踏まえながらも望ましい高齢者比率を設定し，場合に応じて柔

軟に対応できるようにしてはどうだろうか

39
。当然，その履行確認（不履行の場合は是正

指導や契約解除）も確実に行う必要がある。 

なお，条例で定める最低賃金基準をどう設計するかという問題もある。川崎市のように

業務委託最低賃金を生活保護基準のみに準拠させると，後者が（2013 年に実際そうなった

通り，生活保護世帯消費者物価指数の低下の実態以上に）引き下げられたとき

40
，前者も

連動して低下してしまうことになりかねない。野田市のように市の労務職の初任給などを

併せて参考にすることも必要だろう。 

                                                        
39 興味深いことに，連合はこれと関連した問題を別の角度から取り上げている。参考まで

に引用しておこう。「請負工事従事者について，熟練技能者，未熟練者，熟練であるが高年

齢者とを区別せずに共通の作業報酬下限額を設定すると，壮年期の熟練技能者の賃金相場

を引き下げ，未熟練者及び熟練ではあるが高年齢者であって作業制限を受ける者に賃金相

場以上に支払うことになる。これを防ぐため，各職種毎に一定割合の者（熟練技能者）に

払われるべき作業報酬下限額とそれ以外の者に支払われる作業報酬下限額との二段階に分

ける必要がある。こうすることにより，工事に従事する壮年期の熟練技能者の数を確保し，

未熟練技能者をかき集めた手抜き工事を防止することが可能になる。（実例：多摩市公契約

条例）」（日本労働組合総連合会 2012：11－12）。 
40 東京新聞 TOKYO Web2013 年 4 月 10 日朝刊「生活扶助費，削りすぎ 300 億円 識者試

算」（http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013041002000125.html）。 
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また，野田市の建設工事の最低賃金基準は国の建設工事設計労務単価の 8 割，同じく業

務委託の一部についてはやはり国の建築保全業務労務単価を基準にしている（川崎市も工

事については設計労務単価を用いている）。ところが連合案もその解説で注記するように

「建設工事設計労務単価，建築保全業務労務単価等は実態調査に基づくものであるため，

（従来の傾向をみると下に――佐野）変動する。よって，「建設工事設計労務単価の○○％」

とせずに参考にとどめるべきである」（資料 8：11）。 

公契約条例の争点③ 

争点の第 3 は，業務委託における継続雇用を謳うかどうかという問題である。野田市の

条例（2010 年 9 月改正以降）と連合のモデル案は継続雇用を義務とする。これに対して鈴

木私案にその記載がないのは，いうまでもなく不安定雇用を容認するものではない。むし

ろ，野田市や連合案のように継続雇用義務を謳うのは，入札競争で業者変更があり得る状

態を前提にしたものであり，それでは雇い替えになった従業員の有給休暇が初期化されて

しまうため，かえって労働者に不利益になると考えられているのである

41
。新潟県ビルメ

ンテナンス協会の以前の陳情の内容から察するに，比較的高額の案件でも業務に継続性が

あるものなら，随意契約に戻すことでむやみな競争が無くなり，雇用も継続されやすくな

り，従業員にも要らざる負担を負わせずに済む，ということなのだろう

42
。これは競争そ

れ自体の是非の判断にもかかわる根本的な問題提起であり，興味深い論点だが，市民も参

加する開かれた議論のなかで検討されるべきだろう。 

 

おわりに 

本稿では新潟市の政府調達の問題点を明らかにし，その解決の方向性を探った。第 1 節

では問題の広範な背景を確認するため，政府調達をめぐる全国的な競争の激化，その弊害，

そして従来の補整的な対応策について概説した。 

第 2 節では新潟市の政府調達に目を転じ，競争重視の制度改革が誘発しているとみられ

る諸問題やその補整の取り組みを論じた。市民の共生および「社会的共通資本」の維持と

いう観点からみたとき特に問題が多い，業務委託（とりわけ清掃業務）を中心に検討した。

過去の経緯にまで十分遡って実態を明らかにできたとは言えないが，他方で 3.11 ショック

                                                        
41 新潟大学共生経済学研究センター研究会（2012 年 12 月 13 日）における鈴木氏の発言。 
42 ただし，仮に随意契約に戻したとしても，行政側の無差別的な支出節減政策が改められ

ない限り事態は改善しない可能性がある。このことは注 19 と注 21 で触れたシンドラー社

とのエレベータ保守点検業務委託契約（随意契約）の実態を考えれば理解できるだろう。 
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に由来するかも知れない事実の発見があった。 

第 3 節では，新潟市の政府調達になお残る課題とその解決の方向性について考察した。

具体的には次のような提言を行っている。①とりわけ業務委託において総合評価方式や企

画競争の範囲を広げ，事実上の賃金引上げ行政指導をさらに積極化すべきこと。②その際

には建設工事の総合評価方式や一部の業務委託の企画競争方式における従来の成果を踏ま

えつつ，評価方法（提案方法）に一層の改善を加えること。さらに可能なら，③包括的な

公契約条例を直接の利害関係者，市民，市議会，行政の開かれた協議をつうじて制定する

こと。新潟市では近年，関係する労使双方が公契約条例の制定を要求し，それぞれ具体的

な提案を行っている。ただし，そこには対立する論点や争点もみられる。両者の案に示さ

れた知恵を，市民も直接参加しながら最良の形で総合していくことが必要であろう。 

 

 

■■■■付録付録付録付録①①①①：：：：2012 年新潟市議会年新潟市議会年新潟市議会年新潟市議会 9 月定例会会議録月定例会会議録月定例会会議録月定例会会議録（（（（同年同年同年同年 9 月月月月 19 日日日日）））） 

中山均議員の質問： 

「（1），本年 4月からのWTO 政府調達の基準額の見直しに伴う本市における工事，物品，

役務等の調達の対象案件はどの程度拡大されることになるのか，その概要を具体的，象徴

的な例なども含め示してほしいと思います。 

 次に，WTO や TPP 案件の対象拡大によって，それが直ちに本市への外国企業の参入に

つながるわけではありません。しかし，問題は公共団体の調達が強制的に自由化されるこ

とによって，地域産業が大手とのさらなる競争にさらされ，地域の金も流出し，雇用も不

安定化することだと思います。 

 そこで，（2）として TPP で仮に現行 P4 協定と同等の基準が採用された場合，（1）と同

様に対象案件はどれくらい拡大するのか。また，昨日以来 TPP 問題で関税障壁のことが問

題になっていますが，それだけではなく，例えば雇用保険や共済制度の加入義務，環境関

係の規制，1 級土木管理技士やその代理人の常駐が必要といった工事品質確保のための要

件，あるいは地元企業による災害時の支援や除雪などといった取り決めを初めとした日本

的・地域的慣行などが非関税障壁とされ撤廃され，産業，雇用にも深刻な影響を及ぼす可

能性があります。それらによる影響はどのように考えるか，見解を伺いたいと思います。 

 （3）として，こうしたグローバル経済が進む中で地元資機材調達施策の拡大強化，WTO，

TPP 対象案件以外の地域要件の拡大，分割発注などの効果的活用なども含め，地域産業・
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雇用を防衛するためのより包括的，積極的な政策が必要と思いますが，考えを伺いたいと

思います。 

 （4）として，これまで述べてきたような観点も踏まえ，TPP 参加に対する市長の見解と

立場を改めて伺いたいと思います。」 

村上浩世財務部長の答弁： 

「WTO，TPP と本市調達についてお答えします。初めに，WTO 政府調達額の見直しに伴

う本市の工事，物品，役務等の調達への影響についてです。 

 WTO 政府調達協定の対象となる基準額は 2 年ごとに見直すこととされており，本年 4

月の見直しでは最近の円高傾向を受けて，工事についてはこれまでの 23 億円以上が 19 億

4,000 万円以上に，物品及び特定役務の調達については 3,000 万円以上が 2,500 万円以上に

それぞれ引き下げられました。この新基準を昨年度の本市の発注実績に適用した場合，工

事については該当はありませんが，物品購入では消防ポンプ車の購入など 3 件，約 8,600

万円，特定役務調達となる業務委託では 5 件，約 1 億 4,200 万円が対象となりました。 

 次に，TPP で仮に現行 P4 協定と同様の基準が採用された場合の工事，物品，役務等の

調達への影響についてお答えします。 

 P4 協定の中央政府の調達においては，工事については 7 億 6,500 万円以上，物品及び特

定役務の調達については 750 万円以上が基準額とされています。この基準を昨年度の本市

の発注実績に適用した場合，工事については 7 件で約 85 億 6,500 万円，物品購入では 46

件で約 5 億 4,200 万円，特定役務の調達となる業務委託では 45 件で約 5 億 8,600 万円が対

象となります。また，非関税障壁撤廃による影響についてですが，本市では建設工事にお

ける入札参加者に対して，例えば現場労働者の労働環境の確保や下請契約締結に当たり市

内企業優先に努めるよう求めていますが，これらが非関税障壁とされるおそれがあります。

ただ，取り扱いについての詳細は示されておりませんので，今後も国の動向などを注視し

ていきたいと考えております。 

 次に，地域産業，雇用を防衛するための積極政策についてお答えします。 

 地域産業，雇用の活性化に向けては，今も地元中小企業に対して技術開発や設備投資に

よる事業の高度化，あるいは販路開拓への積極的な支援などを通じて安定した雇用の創出

と経営基盤の強化を推進しておりますし，公共調達においても地元企業優先を原則として，

状況に応じて分割発注を行うといった制度運用を行っております。今後の TPP をめぐる議

論の先行きは不透明ですが，仮に本市にも影響が及ぶ場合には現在の取り組みなどを基礎



24 
 

としながら，さらに必要な対応策を柔軟に検討します。 

 次に，TPP への対応についてお答えします。 

 TPP 参加への影響は幅広い分野に及ぶものと考えられ，自治体調達も例外ではありませ

ん。また，国においてもＴＰＰ協定で慎重な検討を要する可能性がある主な点として，地

方政府機関の調達対象がさらに拡大する場合には海外事業者との契約締結の可能性が著し

く低いという現状に比して多大な事務負担を強いることにつながるおそれがあると指摘し

ていることから，こうした国の動向を注視し，必要であれば国に要望していきたいと考え

ております。」 
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